
別紙１                  随意契約をすることができる場合に
                  該当することの説明書
	 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 により随意契約をすることができる場合
	今回の契約が左に該当することの説明

	　特定の者でなければ供給することができないものを調達するとき。
 
	１　調達する財産や役務等の内容及びその特殊性
　画像管理システムは、医用画像を電子化し、電子画像情報の一元管理と共有化をおこなうことにより、センター内の各部門において患者の病状把握を可能にするシステムである。本システムは当センターの診療の根幹をなしており、このシステムがトラブル等によって停止した場合、画像診断は不可能となり、診療に支障をきたすため、常に正常に使用できるよう保守点検が必要である。
　
２　特定の者以外の者が供給することができないことの説明。
　上記画像管理システムは開発設計・製造をコニカミノルタ株式会社で一貫して行っており、このシステムを構成するソフトウェアに関する全ての特許権、著作権等の知的財産権及び営業秘密、その他の全ての権利を所有している。

コニカミノルタジャパン株式会社はコニカミノルタ製品の日本での販売、保守業務を担う唯一の特約店であり、岐阜県内における医療関係機器の販売、保守業務は同社ヘルスケアカンパニー岐阜営業所が実施している。対象機器に精通し、修理時に必要となる専門部品を保有している同社でなければ適正かつ迅速な保守を完全に行うことができない。



  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。

